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１．はじめに 

保安規定第 48 条（格納容器内の酸素濃度）は，原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器の

健全性を確保するため，原子炉格納容器内の酸素濃度を可燃性ガス濃度に関する解析条件以

下に維持し，維持基準を満たすことができない場合に適切な措置を講じることを目的として

いる。 

【運転上の制限の考え方（従来）】 

原子炉の状態が運転において，原子炉冷却材喪失事故が発生し可燃性ガスが発生しても，

第 47条（可燃性ガス濃度制御系（２系列が動作可能であること））と相まって，原子炉格

納容器内の酸素又は水素の濃度のいずれかが，それぞれ５％又は４％以下であることを維

持するため，格納容器内の酸素濃度が解析条件の４％以下であること 

を運転上の制限としている。 

島根原子力発電所２号炉について新規制基準により，有効性評価（水素燃焼）における解

析条件を踏まえ，保安規定を変更する。 

２．有効性評価（水素燃焼）における初期条件について 

「１．はじめに」に記載のとおり，原子炉格納容器内酸素濃度については，保安規定第 48

条において，解析条件の初期酸素濃度である４％を運転上の制限として定めている。 

一方，表１に示すとおり，新規制基準適合性審査における原子炉格納容器破損防止（水素

燃焼）の有効性評価において，初期酸素濃度を 2.5％としていることから，保安規定第 48条

に定める原子炉格納容器内酸素濃度の運転上の制限を 2.5％に変更する。具体的には，次頁

【保安規定記載事項】のとおり。 
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表１ 主要解析条件（水素燃焼） 

項目 主要解析条件 条件設定の考え方 

初
期
条
件 

酸素濃度 2.5vol％ 

酸素濃度 4.4vol％（ドライ条件）

到達を防止可能な初期酸素濃度

として設定（運転上許容されて

いる値の上限） 

事
故
条
件 

炉心内のジルコニウ

ム－水反応による水

素ガス発生量

全炉心内のジルコニウム

の約 7.8％が水と反応して

発生する水素量 

解析コードＭＡＡＰによる評価

結果 

金属腐食等による水

素発生量 
考慮しない 

酸素濃度を厳しく評価するもの

として設定 

水の放射線分解によ

る水素ガス及び酸素

ガスの発生割合 

水素：0.06分子／100eV 

酸素：0.03分子／100eV 

重大事故時における原子炉格納

容器内の条件を考慮して設定 

【保安規定記載事項】 

表４８－１ 

１．２号炉 

表４８－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器内の酸素濃度が運

転上の制限を満足していな

いと判断した場合

A1.酸素濃度を運転

上の制限以内に

復旧する。 

２４時間 

B.条件 Aで要求される措置を

完了時間内に達成できない

場合

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

３６時間 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ２．５％以下 
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添付資料－１ 
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